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65 歳超雇用推進助成金の周知・広報について（お願い） 

 

 平素から、当協会の運営に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、この助成金については、昨年度からの「65 歳超継続雇用促進コース」及び「高年

齢者無期雇用転換コース」と併せ、新たに高年齢者の雇用管理制度の整備措置を実施した事

業主を助成する「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」の受付が開始されており、（独）

高齢・障害・求職者雇用支援機構山口支部から別添のとおり周知・広報の依頼がありました

のでお知らせします。 

 

「65 歳超雇用推進助成金」の概要 

 

６５歳超継続雇用促進コース 

 ６５歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする６６歳以上の 

継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて、 

一定額を助成します。 

 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 

 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度の整備措置を実施した事業主に対して、 

措置に要した費用の一部を助成します。 

 

高年齢者無期雇用転換コース 

 ５０歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を、転換制度に基づき無期雇用労働者に転換 

させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を助成します。 

 

詳しくは 

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html 

 

問い合わせ先 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 山口支部 高齢・障害者業務課 

〒７５３－０８６１ 山口市矢原１２８４－１ 山口職業能力開発促進センター内 

ＴＥＬ：０８３－９９５－２０５０ 
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